
一戸 に告 示第 ３７号

農業 の有 する 多面 的機 能の 発揮 の促 進に 関す る法 律（ ‾凖成２６年法

律第 ７８ 号） 第８ 条第 ４項 にお いて 準用 する 索悵第７ 条第 ５項 の規定

によ り多 藹的 機能 発揮捉進本業 に関 する 計画 を変 更お 定し たの で、索

条第 ６項 の規 定に より 、そ の概 要を 次の とお りぬ 表す る。

令和 ６年 ３　Ｊ１　２９　日

．　　　　　　　　 ローノ

一戸 ぢ長　 小野 寺　 美　 を一予


